
別 紙 

１ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当す

る。 

(2) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3) 防衛省における令和７・８・９年度一般競争（指名競争）参加資格のうち、「土木一式工事」に係る等級がⅮ等級以上

であること。 

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は 

製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

(6) 公告及び入札の心得を確認の上、暴力団排除に関する事項に誓約する旨（当社は入札心得に定める暴力団排除に関す

る事項について誓約します。）を入札書に付記するものとする。 

(7) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続してい

る有資格者でないこと。 

(8) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者 

 

２ 公告の掲示場所：西部方面隊ホームページ（http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/）、陸上自衛隊別府駐屯地 

(1) 建設工事に係る入札心得書等を示す場所 

陸上自衛隊別府駐屯地、西部方面隊ホームページ 

 

３ 入札手続等 

(1) 入札説明書の交付期間等 

  ア 交付期間：令和７年１１月１３日（水）から令和７年１１月２１日（金）まで 

   （行政機関の休日に関する法律第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）を除く。） 

の毎日、午前８時３０分から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 

  イ 交付場所：陸上自衛隊別府駐屯地第４０４会計隊契約班 

  ウ 入札参加希望者は入札説明書を確実に受領すること。 

(2) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 

(3) 入札書の受領期限等 

  ア 受領期限：令和７年１１月２６日（水）午後５時まで 

  イ 提出方法：３(1)イの担当部署宛てに持参又は郵送する。 

  ウ 郵送による場合は、郵送した旨の連絡をすること及び現着（担当者）の手元に届いた旨を業者の責任において確認 

すること 

  エ 入札金額が同等による場合は当該入札に関係のない職員により抽選を実施する。再度入札の必要がある場合にお 

いて、初度入札に郵便が含まれていない場合は直ちに再度入札を実施する。郵便が含まれている場合の再度入札につ 

いては別途連絡する。 

(4) 入札に関する委任等を受けた者は、入札前に委任状を提出すること。 

(5) 入札参加を希望する者は、入札前までに資格審査結果通知書の写を提出（ＦＡＸ可）すること。 

 

４ 落札決定方法 

(1) 予定価格の範囲以内であり、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

(2) 総品目総額（消費税抜き）により決定する。 

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金 

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、 

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する 

金額を入札書に記載すること。 

 

５ 保証金に関する事項 

(1) 入札保証金：免除 但し、落札者が契約の締結手続きをしない場合には、落札価格の１００分の５に相当する金額を 

違約金として徴収する。 

(2) 契約保証金：免除 但し、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金 

として徴収する。金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ 

る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は、履行保証保険契約の締結を行った場合 

は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の１０分 

の１（予決令第８６条の調査を受けた者との契約については請負代金額の１０分の３）以上とする。 

 

６ 入札の無効 

(1) 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札 

(2) 入札金額を訂正してある入札、入札書の記載事項及び押印が不明瞭なもの。 

(3) 郵便による入札参加者の未到着の入札 

(4) 電信・電話・ＦＡＸによる入札 

(5) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 

(6) その他入札に関する条件に違反した入札 

http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/


 

 

７ 契約書の作成 

落札決定後速やかに、契約書を作成します。 

 

８ 詳細は、入札説明書による。 

 

９ 入札及び契約事項に関する問い合わせ先 

   〒８７４－０８４９ 大分県別府市大字鶴見４５４８－１４３ 

陸上自衛隊別府駐屯地 第４０４会計隊 契約班 担当 岩佐 

TEL ０９７７－２２－４３１１（内線）３３８    FAX ０９７７－２３－３４３３（直通） 

 

10 仕様書に関する問い合わせ先 

〒８７４－０８４９ 大分県別府市大字鶴見４５４８－１４３ 

陸上自衛隊別府駐屯地業務隊 管理科 営繕班 担当 林田 

TEL ０９７７－２２－４３１１（内線）３１６ 

 


